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訴訟物の価額

添用印紙額

郵券余納額

面斥 )lラ代

宇都宮地方裁判所 大田原支部御中

〒325-0013 栃木県那須塩原市鍋掛 1087-817
原告        石川 博         ・

丁EL,FA× 0287-64-1322

〒325-0016 栃木県那須塩原市東栄 2-6-26
被告        岸 孝三

〒320-0027 栃本県宇都宮市塙田 1蔦鋼′1-20
被告        栃本県

同代表者知事 福田富一

平成 24年 3月 19日

か 、
原告  石川 博 1

損 害 貝音 イ賞 言青 求 イ也 事 イ牛

230, 000 円

3,000 円

6,400 円

言青 」に6D週駆 E彗

1、 (1)被告岸孝三は、原告石川博に対し別紙物件目録記載の仏壇及び仏具一式、

タンス2台を引き渡せ。引渡し費用は、被告岸孝二の負担とする。

(2)こ れができない時には、上記動産価格相当金の 13万円、およびこれに対

する訴状送達日の翌日から支払い済みまで年 5分の害J合による金員を支払え。

2、 被告栃本県は、原告石川博に対し慰謝料 10万円及びこれに対する訴状至」達

日の翌日から支払t｀ 済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

3、 訴訟費用は被告らの負担とするとの判決を求め   びに仮執行の宣言を求

1



⑤

める。

言青 」にσD腰買 Eヨ

1、 原告実母石川絹枝は平成 22年 4月 15日、独協医科大学で死亡した。母絹

枝は那須塩原市東栄 2-6-26 にて一人暮らしをしていた。原告には兄石川暁

―、弟道雄、弟富士男の兄弟がおり、 4人が母絹枝の相続人となった。

母の相続問題は、いまだ解決しておらず、原告には一円の相続財産も入つていな

い。東京高裁にて係争中の案件や、別の案件で宇都宮地裁にでも係争中のものも

ある。

2、 被告岸孝二は、母葬儀 (24年 4月 18日 )の翌日に家を借りるため母絹枝

が居住していた家 (東栄2-6-26)を 見に来て、平成 24年 5月初旬 (49日

も済ませない時)に は勝手に母の土地、家の登記をした兄石川暁一との契約で借

家人として入居した者である。兄石川暁一とは借家契約を交わし賃料を支払って

いるというが、原告は契約書等見た事もないし、被告岸孝三が入居することにつ

いても兄石川呪一から説明も一切なかった。

3、 遺産相続問題では、全体の遺産の総額を出さねばならない事もあって、何度

か原告は被告岸孝三宅を訪問している。入居の顛末や母絹枝の持っていた仏壇、

タンス等を兄石川暁一から「あげる」と言われ甲第 1号証、甲第 2号証にある仏

壇、タンスを当該住所地に残させ、占有、使用している。甲 1号証、甲 2号証の

写真は原告が被告岸孝二宅を訪問した折、被告岸孝二自ら撮影し、兄石川暁一か

らもらったとして使っていると自白している。原告には何の説明もなかつた。

4、 原告は、母絹枝の相続問題が解決していないため不動産を含めた一切の動産、

預貯金等も実母絹枝の相続財産であるので、全ての相続遺産を洗い出す必要があ

つた。原告兄石川暁一は、母絹枝が所持していた有価物を根こそぎ原告にだまつ

て所持し、残りの有価物を近隣住民やその他相続権のない人間複数に分配し、母

絹枝の相続財産の総額がどのくらいであったかを不明としている事実がある。少

なくても原告には4分の 1の法廷相続権利は当然あるのであるから、一円も相続

していない原告が母絹枝の残した有価物であっても当然 4分の 1に達していな

い金額であるから原告に弓|き渡すと要求する権利があり、相続人でない被告岸孝

三には何の権利もないことは明自である。

5、 原告は被告の岸孝二証言及び甲第 1,2号証証拠写真も添付した栃木県警本

部、那須塩原警察署宛文書 (甲第 3号証)平成 24年 2月 22日事前通告文書も

県警本部に送り、那須塩原警察署に持参して原告母絹枝所有財産、遺産有価物て
い
ある,
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被告岸孝二が原告実兄石川暁一夫婦と共犯で窃盗所持している当該仏壇、箪笥を、

盗品なのだから法律により、警察が捜査を行い保全するよう求めたので有る力ヾ、

那須塩原警察署刑事課は電話にて「当該石川絹枝所有仏壇、タンスは窃盗犯人、

岸が所有権を持った、この絹枝財産を相続権者石川博が回収に動けば、窃盗の罪

を科す、警察はこの事件捜査もしないし、盗品保全もしない、絹枝所有仏壇、箪

笥を相続権を行使して回収に動いたなら、原告を窃盗の罪で逮捕する」、と那須

塩原警察署で恐喝に走った事実が有る。

6、 被告岸孝二が居住している故原告実母所有住宅が建つている土地の一角 (甲

第 4号証、宇都宮地方法務局大田原支局発行地害」図謄本、那須塩原市東栄 2丁目

-38-2、 737-2,38-28が 絹枝所有土地)の うち、38-28土 地

と那須塩原市市道との間、東栄 2丁目-40-607-部 土地、(所有者は那須

塩原市宮町 4-28、 高橋昭雄氏所有地土地)を被告岸孝二が不法に荒らし、使

用している事実、及び737-2,38-28,40-607土 地の境界を示す

境界石を抜いて投棄して居る事実を、原告は高橋氏宅を訪間した折、高橋氏夫婦

から今年 2月 15日 にFH5か され、この不法土地使用、境界石抜き取り処分犯罪行

為は、原告実兄石川暁一が首謀して行つているらしい事実、及び故石川絹枝が当

該高橋氏所有土地を 20年以上前から年間5,000円 の借地料契約で借地しな

がら、二十年も借地料金を支払わず死去し、石川暁―夫婦も実母の借地料支払い

を拒み続けている事実をFHaか されたのである。高橋さんは、葬儀等で故母絹枝の

家に出入りしていた原告兄石川呪一に対し

「絹枝さんとは借地契約年 5000円 で貸していたが今後どうしますか ?返 し

てもらえるのか、又借地契約を続けるのか ?ちなみに20年 くらい絹枝さんには

借地料を頂いていないのですが・・・.」

と話したが、石川暁一はこれを無視し何の返答も一切なしで、被告岸孝二入居

後すぐに境界石を弓|っ こ抜き、砂利をしきつめ我が物として使用始めたのでこれ

には驚いていたと告げられた。この事実は原告には知りえぬ事だった。

7、 原告実母絹枝、及び原告実兄石川暁一と借家人被告岸孝二によるここまでの

犯罪行為を放置出来ないと原告は考え、甲第 5,6号証、当該土地借地契約支払

い領収書、土地貸借内容確認書に有る通しり、原告が過去 3年分借地料を立替支払

いし、合わせて今後取り含えず 1年間当該土地を借地したのであるから何の争い

もなく当然原告にこの土地の借地権は存在し、被告岸孝二、兄石川暁一には何の

権利もない事は明白である。

8、 原告は妻を同行し、平成 24年 2月 23日午後 2時頃、当該借地の現状把握
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と、今後の被告岸孝二による他者の土地不法使用、及び抜いて捨てた境界石の処

理を考え、当該土地に出向いたのであるが、当該土地に赴いた後、那須塩原警察

署地域課警察官、制服刑事 2名 (相馬他)がバトカーで現れて、訪問内容を事前

通知、通告していたにも関わらず、那須塩原警察署地域課生沼警察官から無線で

指示を受けながら、原告及び原告妻に対し

「岸孝三によるとあなた方 (石川博と妻美都江)は岸孝二が入居している家から

出て行けと脅していると訴えがあつた」

「岸が使用している当該高橋昭雄所有土地、東栄 2丁目40-607土 地の一部、

38-28と 市道との間の土地は法務局の登記は高橋となっているが、警察が石

川暁一の土地と決めた、原告と高橋との当該土地借地契約は、領収書を示そうと

も認めない、当該土地は石川暁―が岸に貸した土地だと警察が決めたので、原告

夫婦が一歩でも足を踏み入れれば、不法侵入で逮捕する」

「岸孝二は石川暁一と住宅、土地の賃貸契約をしているので、高橋さん所有と石

川博が主張している土地は、石川暁一が使えないから返せ、と言わない限り岸孝

二が使用すると言つている」

「あなた (石川博)が借りた借地であると主張するのなら裁半」所に所定の用紙が

あり、裁判所で誰の土地であるかを決めてもらえるので、裁半」所に行け !」

と脅迫に走り、更に「絹枝所有仏壇、箪笥は絹枝所有住宅に付随された不動産で

あり、岸に所有権は無いし、相続権者誰にも所有権は無い、従つて被告岸孝二か

ら絹枝所有仏壇、箪笥を原告が絹枝の相続人としての権利を行使して回収する事

を、警察が認めない」つまり、1国人の財産権保護規定遵守を、警察権力を行使し

て蹂躙に走ったのである。

ちなみに、平成24年 3月 18日現在も被告岸孝二は高橋氏所有、石川博が借

りた土地を不法に占拠して使用、何らの反省も謝罪も無し、で通している。(甲

第 7号証、甲第 8号証)境界石を勝手に処分し、他人の土地を不法占拠し勝手に

使用している事は、本来であれば警察が捜査をすべき案件であるにも関わらず今

だ捜査らしき動きもない。

那須塩原警察署警察官による原告の財産権保護行動阻害行動を認め、原告に財

産権侵害、警察による虚偽罪状を羅列させての原告相手の脅迫被害を力日え続けて

いる責任は重い。

9、 原告は原告友人である札幌市東区伏古 2条 4丁目8-14、 有限会社 HAハ
ウスリメイク役員、山本弘明氏の協力を得て、甲第 9号証、三井住友札幌火災新



種センター、鈴東氏からの文書、仮設置された仏壇、箪笥は家財で有る (火災保

険区分上)との文書を発行して頂き、提供を受けたのである。

近日中に札幌市、那須塩原市固定資産税課力`らも、仮設置された仏壇、箪笥は

不動産か動産か、回答文書が出される事になっている [動産、不動産の区分は損

保、共済、法務省民事局、地方自治体固定資産税課が各機関所管法律により決定

するのであり、警察が独善決定は出来ないのである匈

10、 原告実母石川絹枝死後、被告岸孝二と同じように、石川絹枝所有有価物、

動産を、兄石川晩一夫婦にそそのかされて占有所持した人間は複数まだ存在して

おり、 (甲 第 10号証、和解書、当事者甲石川博、乙那須塩原市東栄 2丁目-1
-18木 村光江)木村さんもその内の一人である。本村さんは故母絹枝が生前親

しくしていた友人の一人である。

本村さんは絹枝所有有価物の不法持ち去り、違法所持を認め、仲介者も付いて

絹枝所有有価物、プランドバッグ (5,000円 相当)サイドボー ド (40,0
00円相当)を返還したのである。

責 イ壬

1、 被告岸孝二は栃木県知事 (栃本県警の総指揮宮)と 共に原告に財産権が有る、

原告実母所有41m、 有価物仏壇、箪笥を窃盗所持しながら、窃盗の罪を隠匿に走り

続け、盗品を窃盗者の所有と偽り、窃盗を通し続けて原告の財産権を侵害し続け

ている。原告の財産権を国家権力まで結託して侵害し続ける暴挙を認める法律は

無い事当然である。速やかに原告所有有価物を返還する、もしくは金員を持ち賠

償責任を果たさねばならないので有る。

2、 被告栃木県知事は、栃本県警を総指揮する公権力を持った立場に有りながら、

借地権行使まで警察に恐喝行為を行い続けさせて蹂躙し続ける暴挙を繰り返し

ている。土地所有の権利も、土地所有者から土地を借りて使用する権禾」も日本で

は正しく認められた権利である。警察権力を悪用して他者所有土地を強奪に走る、

借地権を蹂躙し続ける等絶対に認められない事明白である。原告石川博は、自分

が借ιノた土地の使用を「警察に逮捕される」と怯えないで堂々と使える事ができ

るのは一体いつから可能なのかと′心配している。

栃木県知事は日本国憲法、法律を公権力を悪用して蹂躙し続ける責任を取らな

ければならない事当然であろう。那須塩原警察署警察官による原告の財産権保護

行動阻害行動を認め、原告に財産権侵害、警察による虚偽罪状を羅列させての原

告相手の脅迫被害を加え続けている責任は大きい。



3、 なお、本訴訟は金額は小額であるが、事件の全体を構成している石川絹枝遺

産相続権の確認等事件が本筋で、現在東京高裁に持ち上がっているし、別に係累

する事件として、宇都宮地裁に栃本県知事他を訴えた事件も有る事も含めて地裁

に本事件を訴訟提起する事とした。

…    証拠証

:    
甲第 1号証 仏壇写真 平成 24年 1月 22日 岸孝二氏撮影

甲第 2号証 タンス写真 平成 24年 1月 31日 岸孝二氏撮影

甲第 3号証 栃本県警本部、那須塩原警察署宛文書 平成 24年 2月 22日

甲第 4号証 宇都富地方法務局大田原支局発行地割図謄本

甲第 5号証 土地借地契約支払い領収書、

甲第 6号証 土地貸借内容確認書ヨ

甲第 7号証 高橋氏所有地写真 平成 24年 3月 18日

甲第 8号証 高橋氏、石川暁一、市道境界石があつたと思われる地点写真

甲第 9号証 三井住友札幌火災新種センター 鈴東氏からの文書

甲第 10号証 石川博、本村光江「和解書」平成24年 2月 21日
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1、 仏壇及びそれに付随する仏具一式

時価相当額 10万円 本製仏壇 観音開き 赤茶色

羮■,'・   サイズ  およそ高さ170cm 奥行 8 0 clln 横 8 0cm
‐   仏具   蝋燭楯 線香たて しノん ιノん棒

=P            
 `~

2、 タンス (,羊服 )

時価相当額 3万円 木製観音開き下部三段引き出し 茶色

サイズおよそ高さ170cm 奥行き 5 5cm  横 1 0 0 cln

メン
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平成24年 2月 22日
栃本県警本部長殿

那須塩原警察署所長殿

刑事課、盗犯係

津久丼富雄大田原市長 (環境課、沼野井課長 )

FA× 0287-23-8923
那須塩原市鍋掛 1

丁巨L,FA×
087-817 石川1 博

0287-64-1322

@私の実母石川絹枝所有財産の一部、私の兄夫婦が絹枝の財産を大半盗み、

不要と考えた物品を他人に渡した事件で、他人が持ち去っていた絹枝所有有

価物を一人から回収しました

1、 別紙書面記載に有るように「一昨年 4月 15日死去した私の実母石川絹

枝が所持している財物、大半をゆうちょ、とちざん、あいおい、司法書士、

警察、弁護士、裁判官が共犯として長男夫婦に盗ませ、窃盗を追認し、泥棒

を認めている事件で、兄夫婦が自分達は不要と考え、他人にも渡した絹枝の

貝オ産の一部、絹枝の所有物を持ち去り使用している木村さんと話し含いを行

い、相続権者で有る私に双方が書面も交わして返去口させました」

2、 私は「この事件の場合、盗品所持者が他者の財物を所持していると認め

ているのだし、犯意の有無は置いて、警察、司法が捜査を行い、盗品を保全

し、正当な権利者に返還させるべきと訴えたのですが、日本国憲法の規定、

財産権保護も通じず、法の元こうして自らの権利を行使し実母所有財物を正

しく回収したのです」窃盗が警察、司法の手で正当化され、盗品が窃盗者の

財産になる道理は無いのです、これでもう一件の盗品回収も完了させられる

でしょう。窃盗犯複数、大田原市役所、警察、司法、財産権侵害国家権力に

正論は有ιノますか「公式に窃盗、盗品所有を認め通した実例証拠の一つです

この事件は。
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１
■

葡窒言忍 墓雲

那須塩原市東栄 2丁目40-60 高橋昭雄所有土地、38-28土 地

と那須塩原市市道との間、三角形土地を、別紙平成 24年 2月 15日
付け領収書にある通りこの土地を高橋氏より石川博が借地料を支払

い借ιりた、向こう一年分何があつても誰にも使わせることはない。

石川博が畑それに類する使用することを目的として金 5000円 で

(15000円 は過去分)平成24年 2月 15日 から向こう一年分賃貸契

約したことを証する。

本契約は種々条件が変わつても効力を一切失わない。当該土地の賃貸

借が重複していない事を証する為当該土地を石川暁一 (栃木県大田原

市下石上 1796-40)に 対し平成 22年 4月 15日以前も以降も

一切賃貸借を行つたこともないし使用を公式に認めたこともないこ

とを証する。

なお、当該土地の賃貸借に関しては不正使用、土地の損壊行為を一切

認めず、土地所有者が当該土地の第三者が不正に使用し、あるいは損

層巣岳ξttL層ま与ξFIこ

不平使用禁↓,写】犬年帰をすみやか|こ正し

2、

4、

平成24年 2月 25日

有限会社 花  金
代表取締役 高 橋 17‐l雄

∬殿0237r62■11_p

¬





嗅 費ゝtう 口 IPい  ルい
1残 /ア ル郡影ク

4珠多ボ渉みフルと鳴ヤ攣)件版ヽ



2(]12年 8月 13日
有仰li会社卜IAハ 1シ ス ll.式 イ ク

山川‖ 弘 EJl殿

三井住友博上火災保瞼株式会社

北 海 道 損 害 サ ポ ー ト 部

札幌火災新種保険盤:串3支払センタ

鈴束 公

拙1鴨 時下時“
T:ま ずますご精神の段、お慶び甲 tゴ 上げます.平素は格別のご高配を賜り、

ど   即イ|お申L申 し上l:'まず.

,    部lr、 通1日 ご紫:会いただきまし,た 件に1フ き、下記のとおり、ご回害申しJlげます。
繊|.厠暮に際 L′ 、11時間を頂戴いたし1ま した〔1と 、深くお載iぴ申し上lfま す。何串、ご

三]ガIЛ5り ますようお賦ぃ申し上げます.

敬具

記

や仏t岨、たんすl fL~値 有価働について

保鵬
`:》

目的とし′での建物と家財は以下C)とおり整理して彙り、華財対応品と考えます。

堕仰 :土地に定着して建設され、崖組を有し、居住、販売.作業、貯蔵等の用に供され
る構築犠,を いい1地下に崚けられた事務所、店舗、倉庫等のほか、 これに類する
施設も含 iL・ .

まr‖‖:ロメ、が日常の1‖庭生活用丼として所有している家具i衣類.身の巨!り 出、寝具類、
燃料ヽその他窯庭生活に必要な:一切の物品を包括したt)の をいう.

以上

T・ d ιル〆rlと中tr∪H(中T)    TT:日 T  ET― EIローコTr



和解書

甲 住所ヨ戸貌     考卜′″ 7-ル ン
氏亀み ‖

|

クー/´ /χ乙 住所7彬後
氏名

フまし夕ο

l、 乙本ξル腕Iは平成24年 2月

1島写LI」写

iL「
争
に対し、次の事由

により乙が所有するに至った物品を

平成 24年 2月 21日

ミ
「
争

程度と思われるバッグー点及び時価相当額 ″ οd御
ドー点を貰い受ける事とし、所有して使用して来た。

3、 しかし乙が甲実兄から貰tヽ 受け使用して来た上記バッグ、サイドボード

は甲実兄に所有権が正しく移った有価物では無く、甲実兄が実母死去後勝手

に実母所有財産を自己所有とし、自分が不要とした実母有価物を乙に提供し

た物品と、甲より聞かされ、乙は甲方と甲自宅に

こ可 [争
の子夕代

'も

交え

話し合いして、上記有価物二点を甲に変換する事
`

4、 かかる次第にて本日上記物品二点を引き取り料金を甲が負担し (乙 に絹

枝所有有価物を不当に提供した責任は、甲実兄にあるので兄弟として費用負

担する、合わせて所有期間中の使用料金も請求権を放棄する)乙から甲に正

しく返却された事をこの書面を取り交わし確認した、今後甲、乙の間で甲実

母所有有価物上記二点に関わる事案は一切存在しない事を双方約する。

よりο‰程度


